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(57)【要約】
　エネルギー保存部（６）によって引き起こされるドア
リーフ（４）の速度超過を防止する装置であって、開放
位置と閉鎖位置の間で移動可能なドアリーフ（４）と、
電気エネルギー供給の異常が発生した場合にドアリーフ
の閉鎖運動（ＳＢ）用のエネルギーを提供する、ドアリ
ーフ（４）に結合されたエネルギー保存部（６）と、ド
アリーフ（４）に結合されたドア駆動部（１２）であっ
て、ドアリーフ（４）の閉鎖運動が起こると電気エネル
ギーがドア駆動部（１２）内で誘発されることが可能な
ドア駆動部（１２）と、ドア駆動部（１２）を起動し、
ドアリーフ（４）の運動速度（Ｖ）の調整に適したドア
制御部（１６）であって、電気エネルギー供給が停止す
ると誘発電気エネルギーによって作動可能であるドア制
御部（１６）とを備える装置、ならびにエレベータドア
（２）を作動させる方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー保存部（６）によって引き起こされるドアリーフ（４）の速度超過を防止す
る装置であって、
　開放位置と閉鎖位置の間で移動可能なドアリーフ（４）と、
　電気エネルギー供給の異常が発生した場合にドアリーフの閉鎖運動（ＳＢ）用のエネル
ギーを提供する、ドアリーフ（４）に結合されたエネルギー保存部（６）と、
　ドアリーフ（４）に結合されたドア駆動部（１２）であって、ドアリーフ（４）の閉鎖
運動が起こると電気エネルギーがドア駆動部（１２）内で誘発されることが可能なドア駆
動部（１２）と、
　ドア駆動部（１２）を起動し、ドアリーフ（４）の運動速度（Ｖ）の調整に適したドア
制御部（１６）であって、電気エネルギー供給が停止すると誘発電気エネルギーによって
作動可能であるドア制御部（１６）と、を備える装置。
【請求項２】
　ドア制御部（１６）が、電気エネルギー供給の異常が発生するとドアリーフ（４）の運
動速度（Ｖ）を調整するように構築される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　エネルギー保存部（６）が閉鎖用バネまたは閉鎖用錘である、請求項１または２のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項４】
　ドア制御部（１６）がドアリーフ（４）の起動速度（ＶＡ）を発生する場合に起動可能
である、請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　ドア制御部（１６）が、最低運動速度（ＶＭ）以上のドアリーフ（４）の運動速度（Ｖ
）が発生した場合に作動可能である、請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　ドア駆動部（１２）が電気モータ、好ましくは永久磁石モータによって形成される、請
求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　エレベータドア（２）を作動させる方法であって、
　電気エネルギー供給が停止すると、エネルギー保存部（６）がドアリーフ（４）の閉鎖
運動（ＳＢ）を行うステップと、
　ドアリーフ（４）の閉鎖運動（ＳＢ）がドア駆動部（１２）内で電気エネルギーの誘発
を引き起こすステップと、
　電気エネルギー供給が停止すると誘発電気エネルギーによってドア制御部（１６）が作
動されるステップとを備える、方法。
【請求項８】
　ドア制御部（１６）がドアリーフ（４）の運動速度（Ｖ）の調整を実行する、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　ドア制御部（１６）がドアリーフ（４）の起動速度（ＶＡ）を発生する場合に起動され
る、請求項７および８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　運動速度（Ｖ）の調整が、ドアリーフ（４）の加速閉鎖運動（ＳＢ）への制動を行う、
請求項７から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ドア制御部（１６）が、ドア制御部（１６）の作動を維持することが可能であるように
、運動速度（Ｖ）の調整が最低運動速度（ＶＭ）以上になるようにする、請求項７から１
０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
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　請求項１から６のいずれか一項に記載の、エネルギー保存部（６）によって引き起こさ
れたドアリーフ（４）の速度超過を防止する装置を備えたエレベータドア（２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータ装置で使用されることが可能な、エネルギー保存部によって引き
起こされるドアリーフの速度超過を防止する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータ装置は複数のシャフトドアと１つのケージドアとを備え、シャフトドアとケ
ージドアはそれぞれに個別のドアリーフを備える。シャフトドアは、ケージドアがシャフ
トドアに結合されるとケージドアに配置されたドア駆動装置によって開放または閉鎖され
ることが可能である。このシャフトドアを常に閉鎖力によって閉鎖し、または閉鎖状態を
維持することが可能であるように、通常シャフトドアごとにドア閉鎖装置が配置される。
【０００３】
　電気エネルギー供給に異常が発生した場合に、ドア閉鎖装置は、開放されたシャフトド
アとおそらくはシャフトドアに結合されたケージドアとが閉鎖されるという作用を有する
。これは、その場合ドア駆動部の保持モーメントはもはやもたらされず、このドア閉鎖装
置によって引き起こされた加速力が、法的限度を超えたドアリーフの運動エネルギーを生
み出す可能性があることによる。それはとりわけエレベータドアの領域に居る人への危険
性または彼らの不快感をもたらす可能性がある。
【０００４】
　特開２００３－２６１２８１号公報は、ドアリーフとドアリーフに結合されたモータと
を備えたエレベータドアを示している。電力供給に異常が発生した場合に、ドアリーフは
閉鎖方向に加速され、その際モータは電気エネルギーを生成する。電気エネルギーは抵抗
によって熱に変換され、それがドアリーフへの制動をもたらす。しかし、その種のコスト
高の抵抗が使用されなければならないことは不利である。さらに、ドアリーフの位置に関
わらず、エレベータドアが少なくとも部分的に開放した状態で電力に異常が発生した場合
に、長い閉鎖時間をもたらす可能性のある制動が起こることも不利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２６１２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、閉鎖挙動が向上されるだけでなく、電気エネルギー供給の異常が発生
した場合に閉鎖時間が短縮されるエレベータドアを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、エネルギー保存部によって引き起こされるエレベータドアのドアリーフの
速度超過を防止する装置によって実現される。この装置は、開放位置と閉鎖位置の間で移
動可能なドアリーフと、電気エネルギー供給の異常が発生した場合にドアリーフの閉鎖運
動用のエネルギーを提供する、ドアリーフに結合されたエネルギー保存部と、ドアリーフ
に結合されたドア駆動部であって、ドアリーフの閉鎖運動が起こった場合に電気エネルギ
ーがドア駆動部内で誘発されることが可能なドア駆動部と、ドア駆動部を起動するドア制
御部であって、ドアリーフの運動速度を調整するのに適し、電気エネルギー供給に異常が
発生した場合に誘発電気エネルギーによって作動可能であるドア制御部とを備える。
【０００８】
　同様にこの目的はそのような装置を備えたエレベータドアによって実現される。
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【０００９】
　この目的は、以下の方法ステップ、即ち、
　電気エネルギー供給の異常が発生した場合に、エネルギー保存部がドアリーフの閉鎖運
動を行うステップと、
　ドアリーフの閉鎖運動がドア駆動部内で電気エネルギーの誘発を引き起こすステップと
、
　電気エネルギー供給が停止すると、誘発エネルギーによってドア制御部が作動されるス
テップと
を備えるエレベータドアを作動させる方法によっても実現される。
【００１０】
　本発明は、電力異常の場合にエネルギー保存部が少なくとも１つのドアリーフを閉鎖す
るポテンシャルエネルギーを提供するという認識に基づいている。したがって、結果とし
て加速して閉鎖位置に至るドアリーフは、規定可能な時間後にその上昇速度に起因したエ
ネルギーを有する。そのエネルギーは一方で高過ぎるが、他方では使用可能である。この
過剰なエネルギーを利用するために、基本的に電気モータ、例えば永久磁石モータによっ
て形成されたドア駆動部がドアリーフによって駆動可能となるべくドアリーフがドア駆動
部に結合されるような状況が利用される。過剰エネルギーはこのドア駆動部の助けによっ
て電気エネルギーに変換されることが可能である。そのようにして生成された電気エネル
ギーは、制御された閉鎖運動を行う目的でドア制御部を起動する、または作動させるため
に利用される。その場合、ドア制御部の作動は可能な限り長く維持される。したがって、
ドア制御部の作動を維持するために、エネルギー保存部のポテンシャルエネルギーの一部
が使用されることが可能である。その場合、調整がなければ閉鎖運動中のドアリーフの速
度のさらなる上昇を引き起こすことになる。ドアリーフへの単なる制動とは対照的に、そ
のようにして可能な限り速くかつ穏やかな閉鎖運動を保証することが可能である。
【００１１】
　この装置の一発展形態において、ドア制御部は、電気エネルギー供給に異常が発生した
場合にドア制御部がドアリーフの運動速度の速度を調整するように構築される。この方法
の一発展形態において、ドア制御部はドアリーフの運動速度の調整を実行する。ドアリー
フの質量、またはエレベータドアの他の構成要素におけるドアリーフの摩擦などのパラメ
ータが含められる必要なく、制御された閉鎖運動がドアリーフの運動速度の調整によって
達成されることが可能である。この目的のために、ドア制御部は、ドア制御部が起動され
ると速度情報の信号を生成するとともに、ドアリーフの速度に対応する信号を提供する少
なくとも１つのセンサ要素を備えることが好ましい。センサ要素は、それが位置情報の信
号を生成することが可能であるように構築されることも可能であり、それによって速度に
ついてだけでなく、ドアリーフの位置についても結論が下されることを可能にする信号を
提供することが可能である。
【００１２】
　この装置の一発展形態では、エネルギー保存部は閉鎖用バネまたは閉鎖用錘である。閉
鎖用バネまたは閉鎖用錘の助けによって、ドアリーフを可能な限り迅速に加速させること
が可能である。したがって、ドア制御部はドアリーフの閉鎖運動の開始後直ぐに起動され
ることが可能であり、ドアリーフの閉鎖位置には可能な限り迅速に到達がなされることが
可能である。
【００１３】
　この装置の一発展形態では、ドアリーフの起動速度を発生する場合、ドア制御部は起動
可能である。この方法の一発展形態では、ドアリーフの起動速度が発生する場合、ドア制
御部は起動される。ドアリーフがこのような起動速度を有すると、ドア制御部は閉鎖運動
の調整を始める位置内に配置されることが可能である。したがって、ドアリーフの閉鎖運
動への制動がこの時点から起こることが可能である。
【００１４】
　この装置の一発展形態では、最低運動速度以上のドアリーフの運動速度が起こった場合
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にドア制御部は作動可能である。この方法の一発展形態では、ドア制御部は、ドア制御部
の作動を維持することが可能であるように、運動速度の調整が最低運動速度以上になるよ
うにする。ドアリーフの最低運動速度とは、ドア制御部に電気エネルギーを供給するのに
最低限度としてドアリーフにどれだけの速度が必要とされるのかを示す。それによってド
ア制御部が可能な限り長く作動されることが可能であることを保証することが可能である
。
【００１５】
　この方法の一展開形態では、運動速度の調整はドアリーフの加速された閉鎖運動に対し
て特定値への制動を引き起こす。そのようにしてドアリーフの過度に高い運動速度が防止
されることが可能である。
【００１６】
　本発明について以下に図面によってより詳しく説明がなされる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】開放位置にあるエレベータ装置のエレベータドアを示す図である。
【図２】電気エネルギー供給異常発生後のドアリーフの速度グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、エネルギー保存部６によって引き起こされるドアリーフ４の速度超過を防止す
る装置３を備えた開放位置にあるエレベータ装置のエレベータドア２を示す図である。装
置３は、ドア制御部１６、ドア駆動部１２、およびドアリーフ４を備え、ドア駆動部１２
は結合装置１８によってドアリーフ４に結合される。ドアリーフ４は開放位置と閉鎖位置
の間で移動可能、好ましくは水平方向に移動可能である。ドア駆動部１２は、例えばエレ
ベータ装置のエレベータのケージに配置されることが可能であり、その場合、ここに示さ
れたドアリーフ４はシャフトドアの構成要素であることが可能である。そのような場合、
結合装置１８は知られているケージ‐ドア／シャフト‐ドアの結合部を追加的に備える。
電気エネルギー供給が完全である場合、ドア制御部１６もドア駆動部１２も通常は電気エ
ネルギー源２２からエネルギーを供給される。装置３は、ドアリーフ４に結合された、ま
たはそれに接続されることが可能なエネルギー保存部６を追加的に備える。エネルギー保
存部６は、例えば電気エネルギー供給の異常が発生した場合にエレベータドア２を閉鎖す
るための閉鎖力を提供し、そのようにしてエレベータ装置の安全を保証する役目を果たす
。エネルギー保存部６に接続されたドアリーフ４の開放位置への移動によってポテンシャ
ルエネルギーが通常エネルギー保存部６に供給される。そのようにして保存されたエネル
ギーは、この閉鎖力、したがって閉鎖運動ＳＢが例えばドア駆動部４の保持モーメントに
もはや対抗しなくなると、ドアリーフ４が閉鎖運動ＳＢを実行するという具体的な作用を
有する。
【００１９】
　図２は図１に従って示されたドアリーフの速度グラフであり、ドアリーフの運動速度Ｖ
が時間Ｔにわたって表されている。
【００２０】
　電気エネルギー異常の時点Ｔ０で電気エネルギー供給は停止し、ドアリーフはエレベー
タドアの閉鎖位置にない。図２に示された変化形態への代替案として、電気エネルギー異
常の時点Ｔ０のドアリーフの速度はゼロと等しくない可能性がある。これは、電気エネル
ギー供給はドア閉鎖運動またはドア開放運動中に停止する可能性があることを意味する。
同様に電気エネルギー供給の異常はドア制御部の非起動を引き起こす。さらに、電気エネ
ルギー供給が完全であるときにドアリーフ上のドア駆動部によって及ぼされる保持モーメ
ントが不在であることの結果として、ドアリーフは閉鎖力によって起動時点Ｔ１まで加速
される。この閉鎖力はドアリーフに結合されたここに示されるエネルギー保存部によって
生成される。この加速局面中、時間Ｔと共に上昇するがドア制御部の起動を未だ引き起こ
すことが可能でない電気エネルギーがドア駆動部内で生成される。これは、ドア駆動部に
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よって誘発された電気エネルギーがドア制御部の起動に未だ充分でないこと、あるいはド
ア制御部のスイッチ‐オンのプロセスが未だ完了されていないことによる。
【００２１】
　ドアリーフは起動時点Ｔ１に到達するが否や起動速度ＶＡを有し、その速度でドア制御
部が作動状態へと移行され、または起動される。起動されたドア制御部は、ドアリーフの
運動速度Ｖの調整を行えるように構築される。この目的のために、ドア制御部は少なくと
も１つのセンサまたはエンコーダを備える。センサまたはエンコーダはドアリーフの速度
についての結論が下されることを可能にする速度情報の信号を作り出す。運動速度Ｖの調
整は、例えばＰＩ調整器によって実施されることが可能である。ドア制御部は、例えば適
正な法的基準を超えて上昇されたドアリーフの運動エネルギーを減少させるように、ドア
リーフの閉鎖運動を制動する。したがって起動時点Ｔ１から開始して時点Ｔ２に至るまで
、ドアリーフは最低運動速度ＶＭ以上の運動速度Ｖに制動される。
【００２２】
　以上への代替案として、運動速度Ｖの調整はこの運動速度Ｖのさらなる上昇のみが防止
されるように起こることが可能である。
【００２３】
　この代替案とは対照的に、この最低運動速度ＶＭ未満に運動速度Ｖを低下させることは
、ドア駆動部によって誘発される電気エネルギーがもはやドア制御部を作動可能な状態に
保つのに充分ではなくなるという作用を有する。最低運動速度ＶＭ未満への降下は好まし
くは可能な限り長く防止される。これは、追加的な措置がなければ、そのような降下はド
ア制御部の非起動を、ひいてはドア制御部が再起動するまでのドアリーフの新たな加速化
を引き起こすことによる。
【００２４】
　運動速度Ｖは、時点Ｔ２とそれに続く非起動時点Ｔ３との間で最低運動速度ＶＭ未満に
降下しないように調整される。
【００２５】
　ドアリーフの閉鎖位置に到達するが否や、ドアは急に制動されることが可能であり、そ
れが非起動時点Ｔ３でのドア制御部の非起動をもたらす。しかしそのような急な制動は、
先行する調整によってドアリーフの運動エネルギーが既に充分に最小化されていることか
ら、問題にならない。他方、非起動時点Ｔ３での運動速度Ｖは、ドアリーフが閉鎖位置に
到達する、またはほぼ到達するとドア制御部の調整によって最低運動速度ＶＭ未満に低下
されることが可能である。閉鎖位置に到達する前にそのような調整を可能にするために、
ドア制御部は位置情報の信号を生成するセンサ要素を備える。その結果、ドア制御部を作
動状態に保つための充分な電気エネルギーがドア駆動部によって生成されることはもはや
可能でなくなる。運動速度のそのような調整によって、例えばドアリーフが非起動時点Ｔ
３で既に閉鎖位置を取っているということが可能になる。これも同様にドアリーフの急な
制動をもたらす。
【００２６】
　運動速度Ｖのこの調整低下への代替案として、エネルギー保存部のポテンシャルエネル
ギーがもはや、少なくとも最低運動速度ＶＭであるドアリーフの運動速度Ｖだけでなく、
ドア制御部作動用の電気エネルギーの提供をも維持できるほどには充分でなくなるという
ことが可能である。エネルギー保存部として、例えば閉鎖用バネが使用される場合、その
種の挙動が可能である。
【００２７】
　ドア制御部の非起動後、ドアリーフがエネルギー保存部によって再度加速されることが
可能である。ドアリーフが完全に閉鎖される前に非起動時点Ｔ３が到来する場合にそのよ
うになる。終端運動速度ＶＥ１を伴ったドアリーフの閉鎖位置は短時間内に閉鎖時点Ｔ４
１で到達がなされ、したがって例えば超過されてはならない最高速度には到達さえもなさ
れることが可能でないことから、さらなる制動措置が必要とならないということが可能で
ある。超過されてはならない上述の最高速度は、法的基準に関して超過されてはならない
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ドアリーフの運動エネルギーの質量によって決定されることが可能である。これにも関わ
らず、ドアリーフはその閉鎖位置に到達するや否や急に制動される。しかし、そのような
急激な制動は、先行する調整によってドアリーフの運動エネルギーが既に充分に最小化さ
れていることから、問題にならない。
【００２８】
　以上への代替案として、ドア駆動部は、ドア制御部の非作動にも関わらずドアリーフへ
の継続制動を可能にする、例えば機械的緩衝器などの構成要素を備えることが可能である
。ドア制御部の非起動後のこの代替案に従った運動速度Ｖのグラフが図２に点線によって
示される。この代替案の実行では、ドアリーフは閉鎖時点Ｔ４２でゼロと等しい終端運動
速度ＶＥ２を有することが可能である。
【００２９】
　起動時点Ｔ１も非起動時点Ｔ３も、エネルギー保存部として使用される閉鎖用バネの場
合に適用されるバネ定数と、エレベータドアのパラメータとに依存することが可能である
。エレベータドアのそのようなパラメータは、例えばドアリーフの質量とドア駆動部に当
てはまる特性因子とである。

【図１】 【図２】
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